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i
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ょ
り
出
で
ず
し
て
寧
ろ
對
照
並
に
變
化
o
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trast,ohange)

ょ
り
生
ず
る
所
の
興
味
な
々
。
斯
る
治 

世
'の
頭
初w

末
馬vj

は
異
れ
る
別
個
の
世
界
に
存

す
る 

-

こ
ど
\
な
る
べ
し
:01

三
四
九
年
、

ニ
ニ
六|

年
、

|

|

三
六
六
年
の
三
度
_し
及
べ
る
疫
娲
の
凶
養
は
エ
ド
フ
I 

ド111

世
の
治
世
に
就
き
特
に
此
事
を
し
て
眞
實
た
ら
し 

む
。
即
ち
其
多
難
多
事
な
？
時
代
の
始
ま
る
以
前
に
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生
し
た
る
者
に
し
て
生
&
て
慘
儋
た
る
其
治
世
の
終
末 

を
實
見
し
#
た
る
者
は
極
め
て
稀
な
り
し
な
6
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其
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,
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外
的
諸
關
係
、立
.憲
政
治
の
發
達
、或
は
又
諸
々
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耻
會
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1
的
經
濟
的
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情
の
孰
れ
に
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年
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の
開
始
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一
期
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年
の
終
了
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一
一
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レ
シ
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勝
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の
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和
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代
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又
筋
五
期
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六
九
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の
戰
#
苒
開
に
始
ま
サ
て
絕
え
ざ
る
戰
禍
ど
、.
經
濟
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疲
弊
の
增
大
し
行
け
る
時
代
な
ら
。
吾
人
は
斯
る
戰
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の
大
略
を
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す
る
乙
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に
ょ
づ
て
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經
濟
史
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現
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聯
せ
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る
石
所
多
き
な
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影
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た
る
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々
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精
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き
動
因
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完
垒
に
熟
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せ
ん
こ
€
望
み
得
べ
き
こ
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非
ざ
れ
ば
此
說
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論
跟
に
假
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な
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ド
が
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工
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す
る
應
度
を
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か
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む
る
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以
て
其
說
を
支
持
す
る
勸
の
多
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の
、

エ
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ソ
ー
ド
三
世
の
政
治
的
目
的
に
關
す
る
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た
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り」
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し
吾
人
に
む
で
同
王
の
政
治
的
動
機
を
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見
し
得
ず
ど
せ
ば
、
_

の
商
業
並
に
エ
業
に
»
す
る
態 

度
に
就
き
て
如
何
な
る
端
緒
：の
存
す
る
か
。
力
ン
ニ
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ガ
ム
は
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端
緖
を
.同
治
敗
の
;議
會
制
定
0

諸
法
の
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し
な
り
。
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し
き
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斷
定
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た
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も
、

エ
ド
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の
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目
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進
涉
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な
る
方
法
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せ
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法
に
よ
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て
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せ
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た
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:
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は
商
業
の
量
の
增
加
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願
ひ
、
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消
®
者
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益
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め
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且
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級
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顧
る
y 3

と
な
ぐ
し
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り
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實
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は
確
な
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な
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求
を
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實
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孰
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に
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を
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し
ひ
る
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至
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り
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さ
れV」
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は
殊
更
に
又
常
に
經
濟
的
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を
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治
的
利
辔
に
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.嵐 

せ
し
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た
る
こ
と
な
か
り
し
な
り
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實
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近
世
に
於
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る
が
如
く
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の
政
策
は
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濟
的
利
益
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せ
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に
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ら
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い

：假

令

國

内

の

消

费

者

が

.1

時

例

令

酒

類

の

供

給

に
 

■
事

を

，欠

く

が

如

き

こ

9」

あ

り

マ

」

も

.、

二

層

多

く

の

英

國
 

船

舶

を

得

ん

ど

欲

し

た

る

な

然

る

に

力

ゾn

ン
ガ
ム
は
同
書
の
第
五
版
に
到
り 

て
は
、
土
‘ド
7.
|
ド
S
世
.の
經
世
の
才
を
幾
分
輕
祺
す 

る
こ
ど
、
な
り
、「

ユ
ド
ブ
！
ド
は
能
く
商
業
的
交
通
の 

凝
集
力
を
認
め
得
た
る
べ
し
ビ
雖
も
、
彼
の
諸
畫
策
は 

先
見
を
欠
ぎ
”
其
等
の
畫
策
は
彼
，か
栩
容
れ
ざ
る
利
瘩 

を
調
和
せ
し
め
得
ざ
り
し
が
た
め
に
破
れ
た
る」
も
の 

S
考
察
す
る
に
到
れ
り「

フ
ラ
ノ
ダ
ー
の
商
人
に
彼 

が
附
與
し
れ
る
諸
特
權
は
英
國
民
の
猜
忌
を
喚
び
且
つ 

牧
羊
者
並
に
本
邦(

英
國)

の
消
費
者
に
i
り
て
有
利
な 

る
諸
協
定
は
英
國
海
運
の
れ
め
に
は
有
害
な
る
こ
ご
明 

ど
な
れ
り
。」

依
是
觀
之
、
エ
ド
ヮ
ー
ド
の
商
工
業
政
策 

は
想
'®
さ
れ
た
る
®
の
商
業
的
聯
合
の
計
畫
ど
相
矛
盾 

せ
る
の
み
な
ら
ず
>
.其
政
策
の
數
多
の
部
分
は
首
尾一 

貫

せ

る

1

體

を

形

成

す

る

こ

ど

な

か

な

し

な

^

^

..
力
.ン
ニ
ン
ガ
ム
の
此
後
說
は
第
三
版
に
於
け
る
前
說 

ょ
b
も
他
の
史
家
の
見
解
^

一
 
致
す
る
こ
さ
の
多
き
も 

の
な
^CN。

.
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ド
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を
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第

十

號
r
ハ
二

.も
'«
常
；せ
る
史
家
な
る
、
タ
ク
ト
敎
授
の
云
へ
る
に
、

'
資
の
源
臬
ど
し
て
英
國
を
尊
重
し
た
る
な
り
，
ミ
？

......

.

.........

....

....

.

 

....

..

 

.....

.. 

.....
 

....

....

....

.

. 

,

「

彼
は
自
己
の
及
び
な
き
目
的
を
志
す
こ
か
を
北
め
し
.

.
前
述
の
如
く
ヵ
シ
ニ
：
ン
ガ
4
博
士
は
幾
分
の
訂
正
を 

.

.む
べ
；き
自
a

w
均
衡
の
意
識
を
欠 

<
。
目
的
ご
手
段
€

:
な
し
々
れ
ご
も
、
而
も
未
だ
其
假
說
に
據
れ
る
經
濟
的 

の
關
係
の
同
一
の
购
如
>
-:
-明
«
な
る
.政
策
ビ
理
想
^
つ

聯

合

は

極

め

.て
巧
妙
な
る
晝
策
に
し
て
エ
ド
フ
ー
ド
三 

い
て
の
同
1
の
映
陷
は
彼
0
大
政
治
家
た
る
資
格
を
破
一
世
の
有
す
'る-

F
a
t
h
e
r

 

of 

E
n
g
H
s
h

 

c
o
m
m
e
r
c
e
s

の 

壞
せ
b

」

ビ

: 

名
聲
の
蓝
し
き
を
證
す
る
も
の
ビ
主
張
せ
り
°
.̂
n

r 

,
ス
.タ
ー
ブ
ス
敎
授
の
批
評
：は

：
一

|1
明
瞭
に
チ
ド
フ
丨
—
最

も

明

白

な

る

事

實

に

ょ

る

.の
外
何
物
も
斯
る
範
國
ミ 

::
ド
.
d

て
不
利
な
，る
も
の
.あ

，「

，
ド

ゥ

ー

ド

三

世

精

考

!:
■
有
せ
る
經
濟
政
策
をH

ド
フー

ド
に
歸
す
る
を 

'
'

は
假
令
自
己
を
し
て
成
：功
せ
る
政
治
家
た
ら
し
む
べ
き

吾
人
に
許
し
能
は
ざ
る
べ
し
::
0
而
も
諸
々
の
事
實
はH

:: 

:若
平
の
資
質
は.備

：
へ
居
把~
じ

に

も ̂

.ド
フ
1
ド
に
歸
せ
ら
れ
た
る
目
的
の
第I

の
も
の
-
^

—

:

.

■

'

:
:
治
家
に
は
あ
ら
ざ
る
，な
6

。

」

 ̂

\
「

消
費
者
の
利
益
の
た
め
且
つ
#
殊
階
級
の
要
求
を
無
;

而
も
顆
氣
ビ
不
#

ど
利
己
ビ
：放
恣
，
虛

榮

の

武

人

た

り

:視
せ
る
法
制
に
ょ
ら
て
！不
S
る
る
外
國
賀
易
獎
鳓
-
の

M 

レ
f

。

國
王
ミ
し
て
の
彼
の
籤
務
は
彼
の
心
を
苦
し\

彼
の
願
望——

即
ち
權
ヵ.
ょ.CV

も
寧
ろ
豐
富
澗
澤
を
擇
: 

む
；る
：こ
と
極
め
て
少
く
、
^
彼

は
:£
權

最

上

位

の

說

を

ぶ

政

策

は

彼

の

商
業
的
聯
合
の
畫
策
ミ
同
様
に
假
定
說. 

維
持
す
る
か
、
或
は
厕
民
を
稗
益
す
べ
き
政
策
を
行
ふ

に
な
る
こ
ミ
を
示
す
も
の
の
如
し
。
其
說
は
議
會
を
經

'か
の
孰
れ
の
特
殊
の
義
務
を
も
負
ば
ざ
る
も
の

W
M惟
た
る
法
令
は
國
王
の
政
策
の
確
實
な
冬
徵
象
；^
bミの 

せ
し

>.
な

^
'
。

.彼
は

タ

チ

ノ

.

【

世
ざ

.同肩

..
じ

..
専

ら

軍

.假說
に
據
れ
る

.な
-
^
—
-
3
..
れ
；？
典

.假說
■は
..
ジ

X
1_ „

«■

ス
一
世
の
場
合

e同
樣
に

fド
ソ

Iド
三
世
の
治
世
に 

0
い
て
決
し
て

1£
し

'

v 」tK

ふ
を
得
ざ
る
も
の
な
ら
？

工 

ド
ッ
ー
ド
三
世
の
治
世
に
於
け
今
：

「

自
由
贸
易
し
の
諸
；
 

法
令
は
庶
民
院
の
緊
急
な
石
請
，願
に
ょ

K
y 

T
實
行
せ
ら 

:

れ

た

り

。

ー
ー
エ
ー
ー

$
#、
-三
2£
:
—

—

三

年

の

_

度

ネ
 

事
の
場
合
に
於
て

"

：

其
等
は
先
き
に
議
會
の
協
賛
な

C |

. 

し
て
國
王

kょ
り
て
採
川
せ
ら
れ
た
る
制
限
的
政
策
の
一 

:

廢
止
を
暗
示
す
。
之
等
の
讓
步
を
な
す
に
當
り
て
ユ
ド 

.ソ
ー

ド
が
時
ど
し
て
此
讓
步
：ゼ

 

>等
し
ぐ
彼
の
財
政
的
:：
1I: 

目
的
に
役
立

0
ベ
き
諸
協
军

^
^結付
げ
ん
こ
ど
を
企
：| 

て
得
た
る

z
Sは
眞

•賞な
b
o然
れ
ざ
も「

自
由
貿
易」

を
採
用
す
る
の
已
む
な
ぎ
に
到
れ
る
場
合
に
>
彼

が

如I 

何
.に
し
て
そ
れ
を
己
れ
に
利
あ
ら
し
む
ベ
き
か

を

知

れ

，一
 

b
s?」

の
事
實
は
決
し
て 

< <:ple nty 

rather 

than 

p>? 

w
e
r

 

e
の

政

策

を

彼

の

：功

に

歸

す

べ

き

理

凼
S
は
な
ら 

ざ
る
べ
し
。
.彼
自
身
の
獨
^
^
以
て
.行
動
せ

る

揚

合

に 

於
て
は
、
單
に
彼
を
し
て
資
命
借
入
を
可
能
な
ら
し
o 

-
,
第
十
八
焓

€

の

理

由

に

よ

り

頑

强

に

制

限

獨

占

の

政

策

 
>し

復

歸

せ 

り
。
而
も
彼
は
唯
、
將
來
の
富
源
を
著
し
く
減
損
す
る 

こ
に
よ
り
て
資
金
の
借
入
を
な
す
を
得
た
る
の
み
な 

b
し
な

エ
ド
フ
！
ド
の
政
策
に
：歸
せ
ら
れ
た
る
®1
一
の
目
的 

-

I
羊
毛
の
輸
出
、
織
物
の
輸
入
を
禁
北
L
、
フ
ラ
ン 

ダ
ー
のH

業
者
を
招
致
し
て
英
國
內
に
定
住
せ
し
む
る 

こ
ど
に
よ
る
內
國
.工
業
の
獎
勵
な
ゐ
こ
ビ
は
、
自
由
賀 

FI
勿
政
策
よ
り
も

.假
想
さ
れ
^
る
フ
ラ
ン
ダー

ど
の
商 

業
的
聯
合
の
靈
策
:̂

一
.致
す
る
こ
ビ
遙
か
に
少
な
.、さ
も 

の
な
れ
r
も
、
幾
分
問
主
の
個
人
的
創
意
に
關
聯
さ
れ 

得
ベ
き
も
の
な
を
。
蓋
し
其
'を
實
行
せ
ん
ぞ
す
る
所
0 

方
法
は
敕
許
狀
に
し
て
"
其
若
干
は
、
法
令
に
先
立
ち 

て
發
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
な
6
。
3
れV」

其
全
事
情
を 

:正
當
，に
考
察
せ
ん
か
"
英

國

エ

業

獎

：
2
に
於
て
ユ
ド
ソ 

丨
ド
^
よ
り
て
な
S
れ
た
る
部
分
は
比
較
的
少
部
分
に 

過
ぎ
ざ
る
を
見
る
べ
し
。
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ム

四

工
ド
ヮ
|
ド
三
世
の
エ
業
政
策
^
想
像
さ
る
る
所
を 

表
は
す
法
冷
及
|
.三
三
七
年

「

の
春
に
制
定
せ
ら
れ
た 

t

興
當
時
に
於
て
同
王
の
企
阖
し
居
た
り
し
對
佛
戰 

^
は
ニ
個
の
强
き
先
入
觀
念
を
與
へ
た
ら
。
^

I
即
ち 

國
內
に
於
け
る
資
金
の
«
達
气
低
陸
地
方

(
L
o
w

 

C
o

目t
r
i
e
s
)

に
於
て
味
方
を
得
ん
ぞ
す
る
こ
ど
な
&
。

J

圓
の
英
國
商
人
^
結
び
、
，
羊
毛
の
輸
出
に
關
し
彼
の 

財
政
？
外
交
の
兩
目
的
：に
：貢
献
す
る
を
志
す
獨
占
を
創「 

.立
せ
6
。
.羊
毛
輸
出
の;-
時

的

禁

此

こ

そ
該
方
策
の
本 

懺
を
な
す
も
の
な
>

«
フ「

ラ
ン
ダ
ー
產
織
物
の
禁
止

W
 

フ
ラ
ン
ダ
ー
織
物
エ
の

^
致
は
、
羊
毛
輸
出
の
制
限
に 

對
す
る
英
國
內
の
反
對
を
緩
和
せ
し
め
んV」

す
る
^
同 

時
に
、
，フ
ラ
ン
ダ
！
に
對
す
る
外
交
的
壓
迫
を
大
な
ら 

し
め
ん
，レ
さ
を
目
的
ど
せ
る
な
り

o
然
れV」

こ
は
決
し 

て
新
奇
な
る
に
あ
ら
す
:̂
,英
國
ど
フ
ラ
ン
ダ
I
ど
の
間

に
軋
樑
の
生
ず
る
#
に
屢
々
生
中
る
傾
き
あ
る
も
の
な 

む
し
宄
办
。
其
方
策
が
議
會
を
經
た
る
法
令
に
具
燈
化
"

せ
る
こ
^
、
並
に
多
數
の
フ
ラ
シ
ダ
ー
織
物
エ
が
招
致 

，に
應
じ
た
る
の
事
實
は
此
場
合
に
つ
い
て
其
方
策
に
.對 

し
て
英
國
產
業
史
上
に
不
當
の
卓
越
せ
る
地
位
を
與
へ 

た
り
。
さ
れV

j

も
其
が
國
王
の
意
中
に
重
大
な
る
工
業 

政
策
た
ら
ざ
り
し
M
e
は
、

フ
ラ
ン
ダ
I
s

の
同
盟
即 

ち
そ
れ
に
ょ
つ
て
フ
ラ
ン

ダ

ー

の
工
業
が
英
國
の
羊 

毛
供
給
に
優
越
な
る
勢
力
を
獲
得
べ
き
同
盟
に
導
か
ん 

こ
ぞ
を
切
に
目
的
ど
し
た
る
事
實
i

ょ

り
て
示
さ
る
る 

同
王
に
歸
せ
ら
れ
た
る
工
業
政
策
の
改
變
を
含 

.，む

フ

ラ

ン

ダ

ー

同

盟

は

其

自

體

に

て

商

業

的

聯

合

の

.
畫 

策
の
一
部
た
る
が
如
く
，な
b
ビ
雖
も
、
此
が
實
際
に
事 

實
た
る
こ
を
示
す
ベ
さ
何
等
の
®
左
の
存
す
る
も
の 

な
し
。
加
ふ
る
に
同
盟
の
後
の
歷
史
は「

王
者
の
野
心」

 

に
出
づ
と
の
伖
說
に
照
し
て
遙
か
に
一
層
容
易
に
理
解 

七
得
べ
き
も
の
た
り
し
な
ベ
未
完
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露
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に
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け
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運
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露
西
驵
に
ボ
グ
シ
エ
ビ
キ
の
»
會
坐
義
革
命
が
勃
發 

し

て

か

ら

早

く

も

滿

七

筒

年

が

經

過

し

た

。
，，
而
し
て
此 

の
社
會
主
義
的
典
和
_
の
»
«1
]
は
：理
論
的
方
面
か
b
も 

::

實

際
的
方

面

か

ら

も

非

常

に

I夥
し
く
爲
さ
れ
セ
。
就
中 

所
謂
：ボ
ル
シ
エ
ビ
ズ
ム
の

M
論
に
關
し
て
は
幾
多
の
卓 

越
せ
る
著
作
論
文
に
依
つ
だ
殆
e
研
究
し
*
-さ
れ
た
か 

の
觀
が
め
る
，。
斯
く
寸
今
日
最
も
興
味
ぁ
る
達
は
社 

:會
主
義
國
象
を
標
凇
す
る
勞
農
露
西
跑
が
將
來
果
し
て 

;如
啊
2
る
社
會
的
經
濟
的
_
策

を

以
て
彼
等
の|«
論
に 

述

べ

ら
n
ya
る
：所

の

も0:
を

實

現

せ

ん

V」

す
る
か

の»

■に
存
す
る
o

故

に
5
1

一
年
勞
農
政
府
が
其
の
.經
濟 

:

的
假
機
に
遭
し
資
本
主
義
べ
の
退
却
を
揚
言
し
て
新 

„

經
濟
政
策
を
確
立
實
施
す
る
に
及
び
露
西
®
0

經
濟
的

.

第
十
、八
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1

)

新
刊
紹
介

*
設
に
對
す
る
實
際
的
討
究
が
愈
々
盛
ん
に
行
は
る
、 

に
至.
つ
た
^
は
蓋
し
當
然
の
事
ど
言
は
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
茲
に
紹
介
せ
ん
ミ
す
る
“「

露
西
鹿
に
於
け
る
協 

:

同
組
合
運
動」

な

る一

書
も
亦
當
然
斯
の
如
9
探
究
の. 

•I

結
果
で
あ
る
。
著
渚
は
此
遝
動
に
關
す
■.る
記
錄
を
廣 

く 

！
般
著
作
雜
誌
政
府
:0
布
令
等
ょ
り
涉
獵
し
來
り
、
 

興
の
歷
史
的
發
肢
の
趨
勢
を
統
計
的
數
字
を
以
て
確
證 

:

; L
乍
ら
、
現
在
露
西
亜
の
經
濟
的
機
構
の
中
に
於
け
ゐ 

«

同
組
合
の
機
能
を
虽
示
す
る
ヒ
共
に
、
併
せ
て
社
會 

主
義
的
.革
命
期
に
於
い
て
此
運
動
が
如
何
な
る
意
義
を 

有
す
る
も
の
で
あ
る
か
.を
事
實
の
上
か
ら
說
明
し
て
®
■ 

る
。凡

そ
露
西
瓶
に
於
け
る
各
«
の
'協
同
組
合
も
亦
他
國 

の
其
れV 」

同
様
本
來
資
本
主
義
的
經
濟
組
織
に
於
け
る 

一
制
度
S
し
て
發
生
し
た
：も
の
で
あ
る
。
故
に
典
の
起 

原
は
少
く
共
一
八
六
一
年
の
農
奴
解
放
以
前
に
遡
る
事 

は
出
來
な
い
。
其
の
初
め
村
落
共
產
團
體(

M
i
r
)

を
以 

て
將
來
の
社
會
主
義
的
社
龠
組
雜
の
趣
礎
た
ら
し
め
ん 

ミ
の
意
圖
を
有
せ
る
革
命
的
ナ
ロ
ド
ニ
キ
の
人
々
が
協

第
十
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